
オープンカウンター方式による留意事項（工事契約） 
 
１．現場説明について 

見積作成にあたり現場説明を希望する場合は、下記メールアドレスにご連絡ください。 
kaikei.sendai@met.kishou.go.jp 

 
２．数量計算書について（仕様書に添付されている場合） 

見積時積算数量書活用方式の対象工事ではありません。 
数量計算書は参考としてご覧ください。 

 
３．その他について 

その他については「仙台管区気象台オープンカウンター方式実施要領」のとおりです。 



 

仕  様  書 

 

 

１ 工事名称 

盛岡地方気象台吸収式冷温水発生機油電磁弁等交換修繕 

 

２ 工事場所 

岩手県盛岡市山王町７－６０ 盛岡地方気象台 

 

３ 工事期限    

令和８年３月２７日（金） 

 

４ 工事概要    

本工事は、経年劣化により不具合が生じている吸収式冷温水発生機の油電磁弁等を交換す

るものである。 

 

５ 一般事項   

（１） 本仕様記載以外のことは国土交通大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書｣

（最新版）、「公共建築改修工事標準仕様書」（最新版）による。 

（２） 本工事は関係する法令等に基づき実施すること。 

 

６ 特記事項   

（１） 庁舎１階機械室に設置している吸収式冷温水発生機「矢崎総業CH-K30」１台の以下の部 

品を交換すること。部品はメーカー純正の新品とすること。 

ア．メイン電磁弁MV ２個 

イ．往き電磁弁HV １個 

ウ．戻り電磁弁LV １個 

エ．調圧弁  ２個 

オ．電磁弁連結接手 １個 

カ．1/8バルブ  １個 

（２） 部品交換後、吸収式冷温水発生機が正常に稼働するか確認を行うこと。 

 

７ 提出書類   

別紙提出書類一覧により、汎用性の高い形式（Excel、Word、PDF 等）の電子ファイルで、原

則オンラインにより提出すること。なお、図面ファイルは JW－CAD 形式（.jww）、画像ファイ

ルは JPEG 形式とすること。 

 

８ 監  督    

発注者が任命する監督職員により、本仕様書等の内容に適合するか否かについて、監督を行う。  



 
 

９ 検  査    

給付確認のため、発注者が任命する検査職員により検査を実施する。 

指摘箇所は速やかに手直しを行い、工事期限内に再度検査を受けること。 

 

10 そ の 他   

（１）本工事に伴う発生材は全て場外搬出のうえ、適法に処分すること。 

   （２）施工中の安全管理は関係法令等に十分留意し実施すること。 

（３）本工事に関する資材や工具等は、監督職員の指示する場所へ保管すること。 

（４）本工事対象外の施設等に損傷を与えた場合は、受注者の責において原形に復すること。 

（５）本仕様に疑義を生じた場合は監督職員と協議のうえ、その指示に従うこと。 

（６）作業時間は原則として平日の９：００～１７：００とすること。 

（７）騒音・振動を伴う作業を実施する場合は、作業時間及び作業内容について事前に監督職員 

と協議のうえ、指示に従うこと。 

（８）本工事上必要な官公署等に対する諸手続きは遅延なく行い、費用は受注者の負担とする 

こと。 

（９）受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」（令和6年 

6月19日法律第54号）に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償 

に必要な金額を担保するための保険（法定外の労災保険）へ加入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




